
香川県地震・津波被害想定調査委員会 

議事次第（第４回） 

 

 

 

日時：平成２４年１０月２２日（月）１０:００ ～ 

場所：香川県庁本館 １２階 第一会議室 

 

 

１．開 会 

２．あいさつ 

３．会議の公開・非公開の決定 

４．議 事 

（１）前回（第３回）調査委員会の論点整理について 

（２）発生頻度の高い海溝型（南海トラフ）地震の震源・波源モデル

について 

① 発生頻度の高い地震・津波について 

② 宝永地震と安政南海地震のモデルについて 

（３）津波シミュレーションの条件設定について 

① 堤防条件について 

② 潮位条件について 

（４）その他 

５．閉 会 

 

 



〔配布資料〕 

 ・資料１ 前回（第３回）調査委員会の論点整理 

 ・資料２ 津波浸水想定のポイント 

  【資料２ 参考資料①】 津波防災地域づくりに関する法律等 

【資料２ 参考資料②】 南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）（参考資料） 

「南海トラフにおける発生頻度の高い津波の基本的な考え方」 

・資料３ 発生頻度の高い津波について 

  【資料３ 参考資料】 南海トラフ沿いで発生が知られているプレート境界地震 

・資料４ 高松港における津波高 

・資料５ 宝永地震と安政南海地震のモデルについて 

 【資料５ 参考資料】 各種断層モデルによる四国沿岸域の津波シミュレーションに関する考察 

（村上仁士、伊藤禎彦、山本尚明） 

 ・資料６ 近県における地震・津波被害想定に利用した地震・津波の震源・波源モデル 

 ・資料７ 堤防条件について 

 ・資料８ 四国４県の堤防条件について（最大クラスの津波） 

 ・資料９ 初期潮位条件について 

 



前 回前 回前 回前 回 （（（（ 第第第第 ３３３３ 回回回回 ）））） 調 査 委 員 会調 査 委 員 会調 査 委 員 会調 査 委 員 会 のののの 論 点 整 理論 点 整 理論 点 整 理論 点 整 理

１．地震・津波被害想定の対象とする地震

２．震源・波源モデル選定の考え方

（１）海溝型地震（南海トラフ）（最大クラスの津波）（１）海溝型地震（南海トラフ）（最大クラスの津波）

（２）海溝型地震（南海トラフ）（最大クラスの地震）（２）海溝型地震（南海トラフ）（最大クラスの地震）

（３）海溝型地震（南海トラフ）（発生頻度の高い津波）（３）海溝型地震（南海トラフ）（発生頻度の高い津波）

（４）海溝型地震（南海トラフ）（発生頻度の高い地震）（４）海溝型地震（南海トラフ）（発生頻度の高い地震）

（５）直下型地震（中央構造線）（５）直下型地震（中央構造線）

（６）直下型地震（長尾断層）（６）直下型地震（長尾断層）

（１）海溝型地震（南海トラフ）（最大クラスの津波）（１）海溝型地震（南海トラフ）（最大クラスの津波）

内閣府公表のケースのうち、最大津波高、浸水面積及び被害想定（死者数、負傷者数

及び建物全壊棟数）等から、ケース④及び⑤についてシミュレーションを実施する。

■「大すべり域＋超大すべり域」を、ケース④は「四国沖」に、ケース⑤は「四国沖～九州沖」に設定したもの

（２）海溝型地震（南海トラフ）（最大クラスの地震）（２）海溝型地震（南海トラフ）（最大クラスの地震）

内閣府公表のケースのうち、香川県の各市町で最大震度が発生するケースは「陸側

ケース」及び「西側ケース」であるが、「陸側ケース」の方が市町別の最大震度の震度分布

が大きいことや、被害想定（死者数、負傷者数、建物全壊棟数）においても被害が大きいこ

とから、「陸側ケース」を選定しシミュレーションを実施する。
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（４）海溝型地震（南海トラフ）（発生頻度の高い地震）（４）海溝型地震（南海トラフ）（発生頻度の高い地震）

上記（３）（発生頻度の高い津波の震源モデル）と同一のモデルとする。

（５）直下型地震（中央構造線）（５）直下型地震（中央構造線）

文部科学省地震調査研究推進本部が公表している４つのケースのうち、各市町の最大

震度及び最大被災人口が発生するケース２を選定しシミュレーションを実施する。

（６）直下型地震（長尾断層）（６）直下型地震（長尾断層）

文部科学省地震調査研究推進本部が公表している３つのケースのうち、震度６強以上

の被災人口が他のケースに比べ顕著に多いケース１を選定しシミュレーションを実施する。

（３）海溝型地震（南海トラフ）（発生頻度の高い津波）（３）海溝型地震（南海トラフ）（発生頻度の高い津波）

「南海トラフにおける発生頻度の高い津波の基本的な考え方（H24.8.29内閣府公表）」
を踏まえ、事務局より提案を行った下記３モデルに「東海・東南海・南海地震連動モデル

（2003中防モデル）」を加えた４つのモデルで検討を実施する。
また、②及び③については、採用する波源モデルについて考え方を整理する。

①①東南海・南海地震連動モデル（東南海・南海地震連動モデル（20032003中防モデル）中防モデル）

➁➁宝永地震モデル宝永地震モデル

③③安政南海地震モデル安政南海地震モデル

３．地盤モデル（浅部・深部）について

シミュレーションを実施するにあたり、地盤モデル（浅部・深部）が構築でき次第、委員の

皆様に個別に確認し、ご了解いただいたうえで、実施する。



４．堤防条件等について

（１）地震動に対する堤防条件（１）地震動に対する堤防条件

津波シミュレーション実施にあたり、国土交通省の考え方（「レベル２地震動に対する河川

堤防の耐震点検マニュアル（H24.2）」）に基づき、地震動による液状化等による沈下を考慮
した堤防高（堤防は７５％沈下）を設定したいとの事務局案に対し、沈下量を一律（７５％）と

する条件設定については、もう少し詳しく検討すべき、との意見があったため、堤防の沈下量

の考え方について再度整理する。

（２）津波に対する堤防条件（２）津波に対する堤防条件

津波が堤防を越えると堤防は破壊（堤防なし）とする。

（３）地盤高の取扱い（３）地盤高の取扱い

液状化に伴う地盤沈下量を地盤高に反映し、津波シミュレーションを実施する。なお、沈下

量については、南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）「液状化可能性、沈下量

について」（H24.8.29）等を参考にする。



■津波対策を構築するにあたっての想定津波の考え方想定津波の考え方

（東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告（H23.9.28））

津波浸水想定のポイント

二 つ の レ ベ ル の 津 波 を 想 定二 つ の レ ベ ル の 津 波 を 想 定

農林水産省・国土交通省の海岸管理者への通知

「設計津波の水位の設定方法等について」（H23.7.11）

◆痕跡高や歴史記録・文献等の調査で判

明した過去の津波の実績と、必要に応じて

行うシミュレーションに基づくデータを用い、

一定の頻度（数十年から百数十年に一度程一定の頻度（数十年から百数十年に一度程

度）で発生する度）で発生する津波の高さを想定し、海岸管海岸管

理者が堤防の設計を行う理者が堤防の設計を行う。

【発生頻度の高い津波】

発生頻度は高く、津波高は低いものの大き

な被害をもたらす津波

●人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活動

の安定化等の観点から、海岸保全施設等を整備

⇒施設整備（ハード整備）に必要な設計津波施設整備（ハード整備）に必要な設計津波

の水位の設定の水位の設定

【最大クラスの津波】

発生頻度は極めて低いものの甚大な被害

をもたらす津波

●住民等の生命を守ることを最優先とし、住民の避難を

軸に、とりうる手段を尽くした総合的な津波対策(ハード・ソ
フト施策の総動員による多重防御)

【発生頻度の高い津波の基本的考え方発生頻度の高い津波の基本的考え方】】

◆法に基づく津波浸水想定の設定は法に基づく津波浸水想定の設定は、基礎

調査の結果を踏まえ、最大クラスの津波を想最大クラスの津波を想

定して定してその津波があった場合に想定される

浸水の区域及び水深を設定するものとする。

⇒津波浸水想定は、施策を効果的に組み合津波浸水想定は、施策を効果的に組み合

わせるための基礎情報わせるための基礎情報

津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針

（基本指針）（H24.1.16）

【最大クラスの津波浸水想定の位置づけ最大クラスの津波浸水想定の位置づけ】

津波防災地域づくりに関する法律第８条第１項津波防災地域づくりに関する法律第８条第１項

に基づく津波浸水想定に基づく津波浸水想定（津波があった場合に想

定される浸水の区域及び水深）の設定浸水の区域及び水深）の設定

資料２



津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年 12 月 14 日法律第 123 号） （抄） 

  

（目的）  

第１条 この法律は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすこ

とのできる安全な地域の整備、利用及び保全（以下「津波防災地域づくり」という。）を総合的に推進するこ

とにより、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指

針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における特別の措置及び一団地の津波防災拠

点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項について定めるとともに、津波防護施設の管理、津波

災害警戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及

び建築物の建築等の制限に関する措置等について定め、もって公共の福祉の確保及び地域社会の健全

な発展に寄与することを目的とする。  

 

（津波浸水想定）  

第８条 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定（津波があっ

た場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。）を設定するものとする。  

２ 都道府県知事は、前項の規定により津波浸水想定を設定しようとするときは、国土交通大臣に対し、情報

の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。  

３ 都道府県知事は、第１項の規定により津波浸水想定を設定しようとする場合において、必要があると認め

るときは、関係する海岸管理者及び河川管理者の意見を聴くものとする。  

４ 都道府県知事は、第１項の規定により津波浸水想定を設定したときは、速やかに、これを、国土交通大臣

に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、公表しなければならない。  

５ 国土交通大臣は、前項の規定により津波浸水想定の設定について報告を受けたときは、社会資本整備

審議会の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な勧告をすることが

できる。  

６ 第２項から前項までの規定は、津波浸水想定の変更について準用する。  
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三 法第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定について指針となるべき事項 

 
法第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定は、基礎調査の結果を踏まえ、 大クラスの津

波を想定して、その津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深を設定するものとする。 
大クラスの津波を発生させる地震としては、日本海溝・千島海溝や南海トラフを震源とする地

震などの海溝型巨大地震があり、例えば、東北地方太平洋沖地震が該当する。 
これらの地震によって発生する 大クラスの津波は、国の中央防災会議等により公表された津波

の断層モデルも参考にして設定する。 
中央防災会議等により津波の断層モデルが公表されていない海域については、現時点で十分な

調査結果が揃っていない場合が多く、過去発生した津波の痕跡調査、文献調査、津波堆積物調査

等から、 大クラスの津波高を推定し、その津波を発生させる津波の断層モデルの逆算を今後行

っていくものとする。 
上記による 大クラスの津波の断層モデルの設定等については、高度な知見と広域的な見地を

要することから、国において検討し都道府県に示すこととするが、これを待たずに都道府県独自

の考え方に基づき 大クラスの津波の断層モデルを設定することもある。 
なお、 大クラスの津波について、津波の断層モデルの新たな知見が得られた場合には、適切

に見直す必要がある。 
都道府県知事は、国からの情報提供等を踏まえて、各都道府県の各沿岸にとって 大クラスと

なる津波を念頭において、津波浸水想定を設定する。その結果として示される 大の浸水の区域

や水深は、警戒区域の指定等に活用されることから、津波による浸水が的確に再現できる津波浸

水シミュレーションモデルを活用する必要がある。 
なお、津波浸水シミュレーションにより、津波が沿岸まで到達する時間が算定できることから、

大クラスの津波に対する避難時間等の検討にも活用できる。その際、 大クラスの場合よりも

到達時間が短くなる津波の発生があることにも留意が必要である。 
津波浸水想定により設定された浸水の区域（以下「浸水想定区域」という。）においては、「な

んとしても人命を守る」という考え方でハード・ソフトの施策を総合的に組み合わせた津波防災

地域づくりを検討するため、東北地方太平洋沖地震の津波で見られたような海岸堤防、河川堤防

等の破壊事例などを考慮し、 大クラスの津波が悪条件下において発生し浸水が生じることを前

提に算出することが求められる。このため、悪条件下として、設定潮位は朔望平均満潮位を設定

すること、海岸堤防、河川堤防等は津波が越流した場合には破壊されることを想定することなど

の設定を基本とする。 
なお、港湾等における津波防波堤等については、 大クラスの津波に対する構造、強度、減災

効果等を考慮する必要があるため、当該施設に係る地域における津波浸水想定の設定に当たって

は、法第八条第三項に基づき関係海岸管理者等の意見を聴くものとする。 
また、津波浸水想定は、建築物等の立地状況、盛土構造物等の整備状況等により変化すること

が想定されるため、津波浸水の挙動に影響を与えるような状況の変化があった場合には、再度津

波浸水シミュレーションを実施し、適宜変更していくことが求められる。 
津波浸水想定の設定に当たっては、都道府県知事は、法第八条第二項に基づき、国土交通大臣

に対して、必要な情報の提供、技術的助言その他の援助を求めることができるとしている。 
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都道府県知事は、津波浸水想定を設定又は変更した場合には、法第八条第四項及び第六項に基

づき、速やかに、国土交通大臣へ報告し、かつ、関係市町村長へ通知するとともに、公表しなけ

ればならないこととされている。 
津波浸水想定は、津波防災地域づくりの基本ともなるものであることから、公表にあたっては、

都道府県の広報、印刷物の配布、インターネット等により十分な周知が図られるよう努めるもの

とする。 
 
四 法第十条第一項に規定する推進計画の作成について指針となるべき事項 

 
１ 推進計画を作成する際の考え方 

推進計画を作成する意義は、 大クラスの津波に対する地域ごとの危険度・安全度を示した津

波浸水想定を踏まえ、様々な主体が実施するハード・ソフト施策を総合的に組み合わせることで

低頻度ではあるが大規模な被害をもたらす津波に対応してどのような津波防災地域づくりを進め

ていくのか、市町村がその具体の姿を地域の実情に応じて総合的に描くことにある。これにより、

大規模な津波災害に対する防災・減災対策を効率的かつ効果的に図りながら、地域の発展を展望

できる津波防災地域づくりを実現しようとするものであり、「一 津波防災地域づくりの推進に関

する基本的な事項」に示した考え方を踏まえて作成するよう努めるものとする。 
また、市町村が推進計画に事業・事務等を定める際には、都道府県が指定する警戒区域や特別

警戒区域の制度の趣旨や内容を踏まえ、当該制度との連携や整合性に十分配意することによって、

津波防災地域づくりの効果を 大限発揮できるよう努めるものとする。 
津波防災地域づくりにおいては、地域の防災性の向上を追求することで地域の発展が見通せな

くなるような事態が生じないよう推進計画を作成する市町村が総合的な視点から検討する必要が

あり、具体的には、推進計画は、住民の生活の安定や地域経済の活性化など既存のまちづくりに

関する方針との整合性が図られたものである必要がある。このため、地域のあるべき市街地像、

地域の都市生活、経済活動等を支える諸施設の計画等を総合的に定めている市町村マスタープラ

ン（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基

本的な方針をいう。以下同じ。）との調和が保たれている必要がある。また、景観法（平成十六年

法律第百十号）第八条第一項に基づく景観計画その他の既存のまちづくりに関する計画や、災害

対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）に基づく地域防災計画等とも相互に整合性が保

たれるよう留意する必要がある。 
なお、隣接する市町村と連携した対策を行う場合等、地域の選択により、複数の市町村が共同

で推進計画を作成することもできる。 
 
２ 推進計画の記載事項について 

 
ア 推進計画区域（法第十条第二項）について 

推進計画区域は、必ず定める必要がある事項であり、市町村単位で設定することを基本とする

が、地域の実情に応じて柔軟に定めることができる。ただし、推進計画区域を定める際には、浸

水想定区域外において行われる事業等もあること、推進計画区域内において土地区画整理事業に
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1.5 津波防災地域づくりにおける津波浸水想定の位置づけとその活用について 

津波浸水想定は、津波防災地域づくりを実施するための基礎となるものであり、都道府県知

事が基本指針の「三 法第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定について指針となるべき

事項」に基づき、基礎調査の結果を踏まえ、 大クラスの津波を想定し、津波浸水シミュレー

ションにより予測される浸水の区域及び水深を設定するものである。 
設定された津波浸水想定を踏まえて、 
１ 法第十条第一項に規定する市町村による推進計画の作成 
２ 推進計画に定められた事業・事務の実施 
３ 法第五章の推進計画区域における特別の措置の活用 
４ 法第七章の津波防護施設の管理等 
５ 警戒避難体制の整備を行う法第五十三条第一項の津波災害警戒区域の指定 
６ 一定の建築物の建築及びそのための開発行為の制限を行う法第七十二条第一項の津波災

害特別警戒区域の指定 
等を、地域の実情に応じ、適切かつ総合的に組み合わせることにより、 大クラスの津波への

対策を効率的かつ効果的に講ずるよう努めることとなる。 
 

＜解説＞ 
(1) 津波浸水想定について 

津波浸水想定は、 大クラスの津波があった場合に想定される浸水の区域・水深のことであ

り、地域の実情をよく把握している都道府県知事が設定するものである。 
津波浸水想定を設定するにあたっては、浸水の区域や水深を的確に再現・予測できる津波浸

水シミュレーションを活用することになる。 
そのために必要な基礎調査は、国土交通大臣が定める基本指針に基づき、都道府県が実施す

るが、広域的な見地から航空レーザ測量等については、国が実施し、その調査結果を都道府県

に提供することとしている。 
 

(2) 津波防災地域づくりにおける津波浸水想定の位置づけ 

科学的知見に基づいて設定される津波浸水想定は、警戒避難体制の整備や土地利用の規制と

いった各種施策を効果的に組み合わせるための基礎情報であり、推進計画の作成、津波防護施

設の管理等、警戒区域及び特別警戒区域の指定等は、津波浸水想定を踏まえて行うものとする。 
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図‐1 津波防災地域づくりにおける津波浸水想定の位置づけ 

 
(3) 津波浸水想定の活用について 

① 推進計画について 
推進計画は、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画であり、津波浸水想定

を踏まえ、様々な主体が実施するハード・ソフトの施策を総合的に組み合わせ、津波防災

地域づくりの姿を総合的に描くため、地域の実情をよく把握でき、防災及び地域づくりを

担う基本的な主体である市町村が作成するものである。 
推進計画には、津波浸水想定により示される地域ごとの危険度・安全度、想定被害規模

等について分析を行った上で、その分析結果及び地域の目指すべき姿を踏まえたまちづく

りの方針、施設整備、警戒避難体制など津波防災・減災対策の基本的な方向性や重点的に

推進する施策を記載する。 
 
具体的には、 
  津波防災地域づくりの総合的な推進に関する基本的な方針 
  浸水想定区域における土地の利用及び警戒避難体制の整備に関する事項 
  津波防災地域づくりの推進のために行う事業又は事務に関する事項 

① 海岸保全施設、港湾施設、漁港施設等の整備に関する事項 
② 津波防護施設の整備に関する事項 
③ 一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業、土地区画整理事業、

市街地再開発事業等に関する事項 

■
基
本
指
針 

 

◆基礎調査（一部■） 

・沿岸の陸域及び海域に関する

地形、地質、土地利用状況等

の調査 

●推進計画 

・推進計画の区域 

・津波防災地域づくりの総合的な推進に関す

る基本的な方針 

・浸水想定区域における土地の利用及び警戒

避難体制の整備に関する事項 

・津波防災地域づくりの推進のために行う事

業又は事務に関する事項  

◆津波浸水想定 

 

・最大クラスの津波の設

定 

 

・最大クラスの津波が悪

条件下で発生した場

合に想定される浸水

の区域・水深 

◆津波災害警戒区域 
・区域 

・基準水位 

・津波ハザードマップ 等 

◆津波災害特別警戒区域 
・区域 

・特定開発行為、特定建築行為の制限 等

●市町村の条例 
・制限用途の追加 

注）■国土交通大臣 ◆都道府県又は都道府県知事 ●市町村又は市町村長  に係る事務を示す。 
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④ 避難路、避難施設、公園等の整備に関する事項 
⑤ 集団移転促進事業に関する事項            等 

が計画に定められる。 
推進計画に盛り込まれるこれらの施策は、一体的に講じられ、効果的な津波防災地域づ

くりの推進が図られることになる。 
また、推進計画の区域内（推進計画区域）では、表-1 のような津波防災地域づくりを強

力に推進していくための特別の措置が講じられることになる。 
推進計画の作成に当たっては、津波防災の観点だけでなく、地域経済の活性化や住民の

生活の安定・福祉の向上等にも配慮し、まちづくりの観点にも留意する。 
 

表‐1 特別の措置 

推進計画区域にお

ける特例の活用 

・土地区画整理事業の特例 

土地区画整理事業の施行地区内において、津波災害の防止措置

が講じられた又は講じられる土地に、住宅及び公益的施設の宅地

を集約するための区域（津波防災住宅等建設区）を定め、住宅及

び公益的施設の宅地の所有者が、当該区域内への換地の申出をで

きる。 

・津波避難に資する建築物の容積率の規制の緩和 

津波避難ビルには、災害用備蓄倉庫や自家発電設備室等が整備さ

れていることが望ましいが、これら非日常的な床の面積を容積率に

算入せずに、避難安全性が確保できる一定の基準を満たす建築物に

限り、建築審査会の同意を不要として、特定行政庁の認定により、

容積率の制限を緩和できる。 

・集団移転促進事業に関する特例 

市町村が策定すべき集団移転促進事業計画について、市町村から

集団移転促進事業につき、一の市町村の区域を超える広域の見地か

らの調整を図る必要があることにより、当該市町村が当該集団移転

促進事業に係る集団移転促進事業計画を定めることが困難である

旨の申出を受けた場合、都道府県が集団移転促進事業計画を定める

ことができる。 

一団地の津波防災

拠点市街地形成施

設の整備 

・一団地の津波防災拠点市街地形成施設 

  都市機能を維持するための拠点となる防災性の高い市街地を整

備するため、一団地の住宅施設、特定業務施設、公益的施設、公共

施設といった複数の施設を一団地の津波防災拠点市街地形成施設

として都市計画に定めることができ、当該施設の区域内において整

備の支障になる建築物の建築等を制限できるようになり、防災性の

高い市街地の一体的な整備が可能になる。 

津波防護施設の新

設又は改良 

・津波防護施設 

  盛土構造物や閘門等を「津波防護施設」として位置付け、推進計

画区域において、推進計画に即して、新設又は改良を行う。 

 
② 津波災害警戒区域(警戒区域)、津波災害特別警戒区域(特別警戒区域)の指定について 

警戒区域は、 大クラスの津波が発生した場合の当該区域の危険度・安全度を津波浸水

想定や法第 53 条第 2 項に規定する基準水位により住民等に「知らせ」、いざというときに

津波から住民等が円滑かつ迅速に「逃げる」ことができるよう、津波に関する予報又は警

報の発令及び伝達、津波避難訓練の実施、避難場所や避難経路の確保、津波ハザードマッ

プの作成等の警戒避難体制を特に整備すべき区域である。 
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また、特別警戒区域は、警戒区域のうち、津波が発生した場合に建築物が損壊・浸水し、

住民等の生命・身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域において、防災上の配慮を要

する住民等が当該建築物の中にいても津波を「避ける」ことができるよう、一定の建築物

の建築とそのための開発行為に関して建築物の居室の高さや構造等を制限し、津波に対し

て安全なものとすることを求める区域である。 
いずれの区域も都道府県知事が指定することができる。 
さらに、特別警戒区域内で津波の発生時に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保できない

おそれが大きいものとして、条例で定める用途の住宅等の施設について、その建築及びそ

のための開発行為について、市町村が条例で規制を追加することができる。 
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南海トラフにおける発生頻度の高い津波の考え方 

 

１．はじめに 

 津波対策を構築するにあたり、中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした

地震・津波対策に関する専門調査会」報告（平成 23 年 9 月 28 日）は、「発生頻度は

極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波」と、「最大

クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津

波」の、二つのレベルの津波を想定する必要があると指摘している。 

前者の「最大クラスの津波」に対しては、生命を守ることを最優先として、住民等

の避難を軸に、ハード・ソフト両面からとりうる手段を尽くした総合的な津波対策の

確立が必要であり、後者の「発生頻度の高い津波」に対しては、人命保護に加え、住

民財産の保護、地域の経済活動の安定化等の観点から、海岸保全施設等の整備を進め

ていくことが求められている。 

このうち、「最大クラスの津波」については、本検討会において、現時点の最新の

科学的知見に基づき、あらゆる可能性を考慮した巨大地震の津波断層モデル等を公表

し、現在、10m メッシュでの津波高、浸水域等の推計等を行っているところであるが、

地方公共団体等における総合的な津波対策を検討するうえで、中央防災会議（2003）
による津波高等が、想定する二つのレベルの津波のいずれに該当するのかの考え方に

ついての整理と併せ、「発生頻度の高い津波」の津波断層モデル等に関する基本的な

考え方の提示が求められている。 
 

２．中央防災会議（2003）の震度分布、津波高等について 

中央防災会議「東南海、南海地震等に関する専門調査会」（2003）の検討において

は、過去に発生した地震と同様な地震に対して備えることを基本とし、過去に発生し

た地震の記録の再現性を念頭に震度分布、津波高等を想定し、これを超える規模の地

震についても、ソフト対策等で対応できるようにしておくことが必要であるとされて

いる。 

震度分布及び津波高等の検討において、まず、過去資料が整理されている 1707 年

宝永地震、1854 年安政東海地震、1854 年安政南海地震、1944 年昭和東南海地震、1946

年昭和南海地震の 5例を基に、再現性の比較検討の基となる震度分布、津波高等の分

布を作成した（図１、３参照）。 

この震度分布は、過去の地震 5例の最大の震度を単に重ね合わせたのでなく、これ

ら地震の類似性の特徴を踏まえ、発生する可能性のある 1707 年宝永地震タイプの最

大地震の震度分布を過去資料として再現したものであり、津波高等の分布についても、
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震度分布と同様、1707 年宝永地震と類似している既往地震の特徴を利用し、発生する

可能性のある 1707 年宝永地震タイプの最大地震の津波高分布を過去資料として再現

したもので、防災対策の検討の観点からして妥当なものであると評価されている。す

なわち、この震度分布と津波高は、南海トラフ沿いで過去数百年間に発生した地震に

よる震度分布・津波高の最大値であり、いわゆる「既往最大値」と考えることができ

る。 

南海トラフ沿いで発生した過去 1000 年の地震の履歴を見ると、地震は約 100～150
年の間隔で繰り返し発生しており、1099 年康和地震と 1361 年正平（康安）地震との

間に発生していた地震を加えると、その発生間隔の平均は、約 120 年である。 
これらの津波の中でも、大きなものとして 1498 年明応地震、1707 年宝永地震によ

る津波がある。このような、ある程度大きな津波を発生させる地震の発生間隔は、津

波堆積物で見ると300～400年、津波で移動した岩の調査からは400～500年であり、

これらから、本検討会では、ある程度大きな津波を伴う地震の発生間隔は、300～500
年であると整理した。 
中央防災会議（2003）の津波高等は、1707 年宝永地震以降の「既往最大」であり、

当然のことながらある程度大きな津波と考えられる 1707 年宝永地震の津波が含まれ

ている。この観点から見ると、中央防災会議(2003)の津波高等は、過去を遡った履歴

の中でも「ある程度大きな津波」に相当するものであると言える。 
しかしながら、1854 年安政東海地震・安政南海地震の津波は、1707 年宝永地震の

津波よりも大きな地域もある。津波の発生間隔及び、津波資料の少なさやばらつき等

も考慮すると、1707 年宝永地震の津波をある程度大きな津波として特別に扱うので

はなく、防災対策の観点から見ると、1707 年宝永地震と 1854 年安政東海地震・安政

南海地震の津波は、特別に区分することなく検討対象として考えることが望ましい。 
 
３．発生頻度の高い津波についての設定の基本的な考え方 

 「発生頻度の高い津波」について、農林水産省・国土交通省の海岸管理者への通知

「設計津波の水位の設定方法等について」によると、痕跡高や歴史記録・文献等の調

査で判明した過去の津波の実績と、必要に応じて行うシミュレーションに基づくデー

タを用い、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波の高さを想

定し、海岸管理者が堤防の設計を行うこととしている。 
これに従うと、南海トラフでは、1707 年宝永地震、1854 年安政東海地震、1854 年

安政南海地震、1944 年昭和東南海地震、1946 年昭和南海地震等、過去の津波高等を

参考に、必要に応じて行うシミュレーションに基づくデータを参考に、一定の頻度（数

十年から百数十年に一度程度）で発生する津波の集合を選定し、それらを対象として、

地域の実情に合わせ設定することとなる。 
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 南海トラフでの津波の発生間隔は 100～150 年間隔であり、1605 年慶長地震以降で

見ると、102 年後に 1707 年宝永地震、147 年後に 1854 年安政東海地震及び 1854 年安

政南海地震、概ね 90 年後に 1944 年昭和東南海地震及び 1946 年昭和南海地震による

津波が発生している。 

中央防災会議（2003）の津波高等は、1707 年宝永地震以降の「既往最大」を想定

したものであるが、1854 年安政東海地震・安政南海地震の津波は、1707 年宝永地震

の津波よりも大きな地域もあり、津波の発生間隔及び、津波資料の少なさやばらつき

等も考慮すると、これら津波は防災対策を検討する際に特別に区分することなく検討

対象とすることが望ましい。 
従って、南海トラフでの発生頻度の高い津波の検討においては、中央防災会議（2003）

の津波高等の資料に加え、過去の地震の津波高の資料、必要に応じて行うシミュレー

ション等を参考にし、各地域において隣接地域とも調整を図り、「発生頻度の高い津

波」の津波高等が設定されることになる。 
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（参考１） 

中央防災会議（2003）による震度分布・津波高等について 

 

中央防災会議「東南海，南海地震等に関する専門調査会」（2003）の検討における

震度分布・津波高等についての基本的考え方等は、次のとおりである。 

 

（１）基本的考え方（抜粋） 

防災対策を検討するに当たって、まず、その対象となる地震像とそれによる被害の

状況を検討し、これを基に、対策の内容を取りまとめる。 

検討において、様々な地震発生の仕方や規模を想像することは可能であるが、予防

対策等についての投資など具体的各種防災対策についての社会的合意は、過去実際に

発生したような地震については得やすいと考えられるが、過去に経験のないより大き

な規模の地震の対策を行うことについては、社会的合意は容易ではなく、過大な対策

となる可能性もある。しかしながら、一定の規模の地震に対しては備えられても、そ

れを超える地震の時は全く対応できない（場合によってはカタストロフィー的に窮地

に立つ）というのは防災対策としては問題である。 

このようなことから、過去に実際に発生した地震と同様な地震に対して備えること

を基本とし、強震動及び津波の高さの分布については、過去に実際に発生した地震の

記録の再現性を念頭に想定を行った。これを超える規模の地震についても、ソフト対

策等で対応できるようにしておくことが必要であると考える。 

 

（２）過去地震の震度分布、津波高について（抜粋） 

強震断層モデル、津波断層モデルを検討するに当たり、過去資料が整理されている、

1707 年宝永地震、1854 年安政東海地震、1854 年安政南海地震、1944 年昭和東南海地

震、1946 年昭和南海地震の 5例を基に、防災対策の検討の観念から、比較検討の基と

する震度分布、津波の高さの分布を作成した。その考え方等は次のとおり。 
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○震度分布（図２） 

宝永地震の震度分布に、安政東海地震の紀伊半島東側以東の震度分布と安政南

海地震の紀伊半島西側以西の震度分布とをそれぞれ重ね、さらに、昭和東南海地

震及び昭和南海地震の震度６以上の地点を重ねる。 

この震度分布は、過去の地震 5 例の最大の震度を単に重ね合わせたのでなく、

これら地震の類似性の特徴を踏まえ、発生する可能性のある宝永地震タイプの最

大地震の震度分布を過去資料として再現したもので、強震動生成域（震源域のう

ち特に強い地震動を発する部分：当時の用語は「アスペリティ」）は、ほぼ同じ

場所に存在し地震ごとにその割れ方が多少異なるとされる最近の地震学的知見

とも矛盾がなく、防災対策の検討の観点からして妥当なものである。 

 

 ○津波の高さ分布（図４） 

宝永地震の津波の高さ分布に、安政東海地震の紀伊半島以東の津波の高さ分布

と、安政南海地震の紀伊半島以西の津波の高さ分布をそれぞれ重ねる。この際、

各地震発生時の潮位を減じて、それぞれの津波の高さを補正し、同一地点で津波

の高さの資料が複数ある場合は、最大値をその地点の津波の高さとする。 

この津波の高さ分布は、震度分布と同様、宝永地震と類似している既往地震の

特徴を利用し、発生する可能性のある宝永地震タイプの最大地震の津波の高さ分

布を過去資料として再現したもので、防災対策の検討の観点からして妥当なもの

である。 
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 (参考２) 

 南海トラフの巨大地震モデル検討会「中間とりまとめ」より 

 

Ⅲ．過去の震度分布・津波高に関する調査・研究成果について（抜粋） 

 １．古文書調査 

 ２．津波堆積物・地殻変動痕跡等の調査 

３．以西の液状化痕跡調査 

４．地殻変動調査 

５．１．～４．の調査のまとめ 

古文書調査、津波堆積物・地殻変動痕跡等の調査、遺跡の液状化痕跡調査による

過去の地震の発生履歴をとりまとめたものを図Ⅲ.15 に示す。また、古文書調査等

による震度分布を図Ⅲ.16 に、津波堆積物調査による津波高をとりまとめたものを

図Ⅲ.17 に示す。なお、津波堆積物の調査による津波高は、調査地点の標高（浜堤

がある場合はいずれか高い方の標高）に２ｍの高さを便宜的に加えたものとしてい

る。 

南海トラフで発生した過去 1000 年の地震の履歴を見ると、地震は約 100～150

年の間隔で繰り返し発生しており、1099 年康和地震と 1361 年正平（康安）地震と

の間に発生していた地震を加えると、その発生間隔の平均は、約 120 年である。 

津波については、津波高を過去地震毎に明らかにしようとすれば、現時点では古

文書資料において信頼性が確認されているものに依らざるを得ないが、津波堆積物

調査等を活用することによって、古文書資料からは明らかにできない過去の津波に

ついてもそのおおよその大きさを比較することができる。南海トラフの過去地震に

係る１．から４．の調査を総合的に分析すれば、684 年天武地震以降でみると、地

域によって違いがあるが、大きなものとして 1498 年明応地震、1707 年宝永地震に

よる津波があり、それに近いものとして 684 年天武地震、1361 年正平（康安）地

震による津波がある。また、3500 年前以降で見ると、約 2000 年前に発生した津波

は、1707 年宝永地震による津波よりも大きかった可能性がある。 

また、ある程度大きな津波を発生させる地震の間隔は、津波堆積物で見ると 300

～400 年、津波で移動した岩の調査からは 400～500 年であるとされている。これ

らから、今回の検討においては、ある程度大きな津波を伴う地震の発生間隔は、300

～500 年であると整理することとする。 
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平成２３年７月１１日

水管理・国土保全局海岸室

港 湾 局 海 岸 ・ 防 災 課

「設計津波の水位の設定方法等」について

～復興計画策定の基礎となる海岸堤防の高さ決定の基準～

農林水産省及び国土交通省は、海岸堤防の計画・設計に必要となる「設計津波の

水位の設定方法等」を別添１、２のとおり定め、海岸管理部局に通知しました。

現在、東日本大震災の被災市町村では復興計画づくりが進んでいますが、まちづく

り計画の策定のためには、復旧が行われる海岸堤防の高さ（天端高）が明らかになっ

ていることが重要です。

本通知では、痕跡高や歴史記録・文献等の調査で判明した過去の津波の実績と、

必要に応じて行うシミュレーションに基づくデータを用いて、一定頻度（数十年

から百数十年に一度程度）で発生する津波の高さを想定し、その高さを基準とし

て、海岸管理者が堤防の設計を行うこととしています。

本通知は、中央防災会議専門調査会（※）中間とりまとめ「今後の津波防災対

策の基本的考え方について」（6月26日）及び農林水産省及び国土交通省が設置し

た「海岸における津波対策検討委員会」（4月28日、6月27日開催、別添３）にお

ける議論を踏まえて、取りまとめたものです。

本通知において海岸堤防の高さ決定の基準が示されることにより、被災地にお

ける復興計画づくりが促進されることとなるものと考えています。

（※）中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関す

る専門調査会」

問い合わせ先 農林水産省農村振興局防災課 課 長 補 佐 野 中 振 挙

代表 03-3502-8111内線 5511

直通 03-6744-2199

農林水産省水産庁防災漁村課 課 長 補 佐 森 健 二

代表 03-3502-8111内線 6903

直通 03-3502-5304

国土交通省水管理・国土保全局海岸室 企 画 専 門 官 林 雄 一 郎

代表 03-5253-8111内線 36322

直通 03-5253-8471

国土交通省港湾局海岸・防災課 課 長 補 佐 大 岡 秀 哉

代表 03-5253-8111内線 46714

直通 03-5253-8688
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設計津波の水位の設定方法

今次津波被害を受けて、海岸堤防等の海岸保全施設の整備に必要となる
「設計津波」の水位設定の考え方（作業手順）を示す。

設計津波は、地域海岸ごとに設定することを基本。

【地域海岸】 沿岸域を「湾の形状や山付け等の自然条件」等から勘案して、一連のまとまりのある海岸
線に分割したもの。

１．設計津波の設定単位

痕跡高調査や歴史記録・文献等を活用。

十分なデータが得られない時には、シミュレーションを実施しデータを補完。

今後、中央防災会議等において検討が進み、想定地震の規模や対象範囲
の見直し等が行われた場合は適宜見直すことが必要。

地域海岸ごとに、グラフを作成。

一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生すると想定される津
波の集合を選定。

上記で設定した対象津波群の津波を対象に、隣接する海岸管理者間で十
分調整を図ったうえで、設計津波の水位を海岸管理者が設定。

※堤防等の天端高は、設計津波の水位を前提として、環境保全、周辺景観と
の調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考
慮して海岸管理者が適切に設定。

２．「設計津波の水位」の設定方法

①過去に発生した津波の実績津波高さの整理

②シミュレーションによる津波高さの算出

③設計津波の対象津波群の設定

④「設計津波の水位」の設定
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（１）平均すべりモデル（大すべり域を設定しない）

ａ）平均すべり量 約4m ,Δσ＝1.2MPa（Ｍｗ８以上の地震の平均的な応力降下量）

ｂ）平均すべり量 約7m ,Δσ＝2.2MPa（Ｍｗ８以上の地震の平均値に標準偏差を加
えた応力降下量）

ｃ）平均すべり量 約10m , Δσ＝3.0MPa（Ｍｗ８よりも小さな地震を含めた海溝型
地震の平均的な応力降下量）
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（２）平均すべりモデル（大すべり域を設定しない）と1707宝永地震地震の比較

ａ）平均すべり量 約4m ,Δσ＝1.2MPa（Ｍｗ８以上の地震の平均的な応力降下量）

ｂ）平均すべり量 約7m ,Δσ＝2.2MPa（Ｍｗ８以上の地震の平均値に標準偏差を加
えた応力降下量）

ｃ）平均すべり量 約10m , Δσ＝3.0MPa（Ｍｗ８よりも小さな地震を含めた海溝型
地震の平均的な応力降下量）
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計算結果
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（３）平均すべりモデル（大すべり域を設定しない）と1854安政東海地震との比較

ａ）平均すべり量 約4m ,Δσ＝1.2MPa（Ｍｗ８以上の地震の平均的な応力降下量）

ｂ）平均すべり量 約7m ,Δσ＝2.2MPa（Ｍｗ８以上の地震の平均値に標準偏差を加
えた応力降下量）

ｃ）平均すべり量 約10m , Δσ＝3.0MPa（Ｍｗ８よりも小さな地震を含めた海溝型
地震の平均的な応力降下量）
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津波痕跡高、津波堆積物地点の津波高さ(1854安政東海)

計算結果
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地点名

津波痕跡高、津波堆積物地点の津波高さ(1854安政東海)

計算結果
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)

地点名

津波痕跡高、津波堆積物地点の津波高さ(1854安政東海)

計算結果
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ａ）平均すべり量 約4m ,Δσ＝1.2MPa（Ｍｗ８以上の地震の平均的な応力降下量）

ｂ）平均すべり量 約7m ,Δσ＝2.2MPa（Ｍｗ８以上の地震の平均値に標準偏差を加
えた応力降下量）

ｃ）平均すべり量 約10m , Δσ＝3.0MPa（Ｍｗ８よりも小さな地震を含めた海溝型
地震の平均的な応力降下量）
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地点名

津波痕跡高、津波堆積物地点の津波高さ(1854安政南海)

計算結果
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地点名

津波痕跡高、津波堆積物地点の津波高さ(1854安政南海)

計算結果
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地点名

津波痕跡高、津波堆積物地点の津波高さ(1854安政南海)

計算結果

（４）平均すべりモデル（大すべり域を設定しない）と1854安政南海地震と比較
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ａ）平均すべり量 約4m ,Δσ＝1.2MPa（Ｍｗ８以上の地震の平均的な応力降下量）

ｂ）平均すべり量 約7m ,Δσ＝2.2MPa（Ｍｗ８以上の地震の平均値に標準偏差を加
えた応力降下量）

ｃ）平均すべり量 約10m , Δσ＝3.0MPa（Ｍｗ８よりも小さな地震を含めた海溝型
地震の平均的な応力降下量）

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

八
丈
町

三
浦
市

熱
海
市

伊
東
市

下
田
市

南
伊
豆
町

松
崎
町

西
伊
豆
町

沼
津
市

沼
津
市

沼
津
市

沼
津
市

富
士
市

静
岡
市

静
岡
市

牧
之
原
市

御
前
崎
市

掛
川
市

浜
松
市

湖
西
市

田
原
市

豊
橋
市

西
尾
市

刈
谷
市

知
多
市

津
市

伊
勢
市

鳥
羽
市

鳥
羽
市

志
摩
市

南
伊
勢
町

南
伊
勢
町

南
伊
勢
町

南
伊
勢
町

南
伊
勢
町

大
紀
町

尾
鷲
市

紀
北
町

尾
鷲
市

尾
鷲
市

尾
鷲
市

熊
野
市

熊
野
市

那
智
勝
浦
町

那
智
勝
浦
町

串
本
町

串
本
町

串
本
町

す
さ
み
町

白
浜
町

白
浜
町

田
辺
市

み
な
べ
町

美
浜
町

広
川
町

有
田
市

海
南
市

和
歌
山
市

堺
市

鳴
門
市

小
松
島
市

阿
南
市

美
波
町

牟
岐
町

海
陽
町

海
陽
町

室
戸
市

室
戸
市

安
芸
市

香
南
市

南
国
市

高
知
市

土
佐
市

須
崎
市

須
崎
市

中
土
佐
町

黒
潮
町

四
万
十
市

土
佐
清
水
市

土
佐
清
水
市

土
佐
清
水
市

大
月
町

宿
毛
市

愛
南
町

宇
和
島
市

西
予
市

日
出
町

津
久
見
市

佐
伯
市

延
岡
市

高
鍋
町

日
南
市

津
波
高
(m
)

地点名

津波痕跡高、津波堆積物地点の津波高さ(1944東南海)
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津波痕跡高、津波堆積物地点の津波高さ(1944東南海)
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津波痕跡高、津波堆積物地点の津波高さ(1944東南海)

計算結果

（５）平均すべりモデル（大すべり域を設定しない）と1944東南海地震と比較
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ａ）平均すべり量 約4m ,Δσ＝1.2MPa（Ｍｗ８以上の地震の平均的な応力降下量）

ｂ）平均すべり量 約7m ,Δσ＝2.2MPa（Ｍｗ８以上の地震の平均値に標準偏差を加
えた応力降下量）

ｃ）平均すべり量 約10m , Δσ＝3.0MPa（Ｍｗ８よりも小さな地震を含めた海溝型
地震の平均的な応力降下量）
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津波痕跡高、津波堆積物地点の津波高さ(1946南海)

計算結果
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津波痕跡高、津波堆積物地点の津波高さ(1946南海)

計算結果
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地点名

津波痕跡高、津波堆積物地点の津波高さ(1946南海)

計算結果

（６）平均すべりモデル（大すべり域を設定しない）と1946南海地震の比較
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発生頻度発生頻度発生頻度発生頻度のののの高高高高いいいい津波津波津波津波についてについてについてについて（（（（整理整理整理整理））））

① 東南海・南海地震２連動モデル（2003中防モデル）

② 東海・東南海・南海地震３連動モデル（2003中防モデル）

③ 1707年宝永地震モデル（連動型）

④ 1854年安政南海地震モデル（単独型）

○南海地震は過去繰り返し発生

⇒過去１０００年間の平均発生間隔 ： 約１２０年

○連動で発生するが一定の時間差が生じている

⇒宝永地震（１７０７年） ： 同時発生 、 安政東海地震・安政南海地震（１８５４年） ： ３２時間

昭和東南海地震（１９４４年）・昭和南海地震（１９４６年） ： ７４４日

○ある程度大きな津波を伴う地震の発生間隔（宝永地震など） ： 約３００～５００年

■発生頻度の高い津波

堤防等の整備を行ううえで対象とする一定頻度（数十年～百数十年）で発生する津波一定頻度（数十年～百数十年）で発生する津波の

高さを想定し、堤防等の整備に必要となる設計津波の水位の設定の基準となるもの。

□痕跡高調査や歴史記録・文献等を活用し、過去に発生した津波の実績津波高さの整理

□十分なデータが得られない場合は、シミュレーションを実施しデータを補完

□一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生すると想定される津波の集合（設計津波の対象津波群）を選定

□対象津波群の津波を対象に、設計津波の水位を設定し、これを前提に堤防等の天端高を設定

■南海トラフを震源とする地震・津波

■発生頻度の高い津波の波源モデル候補

前回調査委員会での検討結果を踏まえ、下記のモデルを対象に検討することとした。

出典：南海トラフの巨大地震モデル検討会(第二次報告）(H24.8.29)
「南海トラフにおける発生頻度の高い津波の基本的考え方」

資料３

出典：南海トラフの巨大地震モデル検討会(第二次報告）(H24.8.29)
「南海トラフにおける発生頻度の高い津波の基本的考え方」



【南海トラフ沿いで発生が知られているプレート境界地震】
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147年

92年 90年

147年

102年

107年

402年

【資料３ 参考資料】

出典：南海トラフの巨大地震モデル検討会中間とりまとめ参考資料集

（平成２３年１２月２７日南海トラフの巨大地震モデル検討会）
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単独地震

連動型地震

高松港における津波高について

※過去の津波高は東北大学「津波痕跡データベース」による

2003年中防・2連動
（香川県）

2003年中防・2連動
（中央防災会議）

過去の津波高 シミュレーション値

1854年安政南海地震
(実績値：信頼度X）

1946年昭和南海地震
(実績値：信頼度Ａ）

1707年宝永地震
(実績値：信頼度D）

信頼度D：参考値にとどまるもの

信頼度X：全く信頼できないもの

信頼度A：信頼度大なるもの

2003年中防・3連動
（中央防災会議）

2012年内閣府公表
最大クラス

既往最高既往最高既往最高既往最高

潮潮潮潮 位位位位
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宝永地震と安政南海地震のモデルについて

両地震の再現モデルについては、代表的なものとして相田（１９８１）モデルや

Ａｎｄｏ（１９７５）モデルなどがあるが、南四国や紀伊水道に位置する領域におい

て実測値との適合性が高いとの論文があり、また、近県でも多く用いられている

「相田モデル」を採用することが考えられる。

安政南海モデル(１８５４年)宝永地震（１７０７年）

【相田モデル】

資料５



■■■■南四国全体南四国全体南四国全体南四国全体をををを対象対象対象対象

｢Ando1975｣、｢相田1981｣の適合性が

高い。

■■■■甲浦領域甲浦領域甲浦領域甲浦領域(四国東岸側四国東岸側四国東岸側四国東岸側のののの紀伊水道紀伊水道紀伊水道紀伊水道にににに位位位位

置置置置するするするする)をををを対象対象対象対象

｢相田1981｣、｢Ando1975｣の適合性が

高い。

観測値と計算値の

対数幾何平均 Ｋ・・・・・ 0.8≦Ｋ≦1.2
対数幾何標準偏差 к ・・・ к≦1.6
のいずれの基準も満たすとき、津波高の観測

値と計算値の適合性が高い。

（相田提案より）

「各種断層モデルによる四国沿岸域の津波シミュレーションに関する考察」

(徳島大学工学部研究報告第41号、村上仁士、伊藤禎彦、山本尚明）

○宝永地震



安政南海地震安政南海地震安政南海地震安政南海地震(1854)
■■■■南四国全体南四国全体南四国全体南四国全体をををを対象対象対象対象

｢相田1981｣が妥当。

■■■■甲浦領域甲浦領域甲浦領域甲浦領域をををを対象対象対象対象

｢Ando1975｣、｢相田1981｣の適合性が

高い。

観測値と計算値の

対数幾何平均 Ｋ・・・・・ 0.8≦Ｋ≦1.2
対数幾何標準偏差 к ・・・ к≦1.6
のいずれの基準も満たすとき、津波高の観測

値と計算値の適合性が高い。

（相田提案より）

○安政南海地震



C07-8035
テキストボックス
【資料5 参考資料】
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近県における地震・津波被害想定に利用した地震・津波の震源・波源モデル

◎ 被害想定（現行）

⑦

Ｈ１７．３

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県

②

Ｈ１７．５

高知県高知県高知県高知県

⑤

Ｈ１７．３

香川県香川県香川県香川県

①

Ｈ１４．３

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県大阪府大阪府大阪府大阪府 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 岡山県岡山県岡山県岡山県 広島県広島県広島県広島県 山口県山口県山口県山口県 徳島県徳島県徳島県徳島県

津津津津 波波波波

実施時期 Ｈ１８．３

H11～H12
― Ｈ１６．３ ―

Ｈ９．３

H16～H17 Ｈ１７．３

採用

モデル

⑤

①

― ⑤ ―

①

⑤ ⑤

凡凡凡凡 例例例例

① 安政南海地震モデル（１９８１相田モデル）

②

高知県独自モデル（各モデルの最大値を重合せ）

・安政南海地震モデル（１９８１、相田モデル２０’）を基本に、５つの波源モデルを設定

③ 昭和南海地震モデル（１９８２安藤モデル）

④ 昭和南海地震モデル（大和川以北地域）

⑤ 東南海・南海地震２連動モデル（２００３中防モデル）

⑥ 東南海・南海地震２連動モデル（地震調査研究推進本部）

⑦ 東南海・南海地震３連動モデル（２００３中防モデル）

⑧ 宝永地震モデル（１９８１相田モデル）

⑨ 南海道沖のプレート境界を震源とする地震をもとにモデルを設定

⑩

高知県独自モデル （❶及び❷の最大値を重合せ）

❶地震調査研究推進本部に準拠したモデル（南海地震モデル）

❷当該モデルのアスペリティを東海地震に関する専門調査会（中防）資料に準じて小断層に分割・配置したモデル

⑤⑤⑥⑤

⑦⑩

①

①①⑤

③⑨不明
①

④

採用

モデル

Ｈ１７．３Ｈ１９．３Ｈ１５．３H21～22
Ｈ１７．３Ｈ１６．３

Ｈ９．３

Ｈ１４．３Ｈ９．８Ｈ２０．３

Ｈ７～H８Ｈ７．１２Ｈ１１．３

Ｈ１６．３実施時期

地地地地 震震震震

【各県採用モデル】

津波： ⑤東南海・南海地震２連動モデル（２００３中防モデル）・・・５府県 地震： ⑤東南海・南海地震２連動モデル（２００３中防モデル）・・・４県

①安政南海地震モデル（１９８１相田モデル）・・・・・・・・・・・ ３県 ①安政南海地震モデル（１９８１相田モデル）・・・・・・・・・・・４府県

資料６



【地震・津波被害想定における発生頻度の高い地震・津波の震源・波源モデル】

◎見直し予定モデル検討県【H24.10.11現在】

検討検討検討検討モデルモデルモデルモデル 地震地震地震地震津波津波津波津波地震地震地震地震津波津波津波津波

６

１

１

１

５

１

１

３

１

２

２

３

１

３

１

１

２

２

１

検討検討検討検討モデルモデルモデルモデル

① 安政南海地震モデル（１９８１相田モデル） ⑪ 安政東海地震モデル（１９８１相田モデル）

②

高知県独自モデル

（各モデルの最大値を重合せ）

・安政南海地震モデル（１９８１、相田モデル

２０’）を基本に、５つの波源モデルを設定

⑫ 昭和南海地震モデル（１９８１相田モデル）

③ 昭和南海地震モデル（１９８２安藤モデル） ⑬ 昭和東南海地震モデル（１９８１相田モデル）

④ 昭和南海地震モデル（大和川以北地域） ⑭ 日向灘地震モデル（１９８１相田モデル）

⑤

東南海・南海地震２連動モデル

（２００３中防モデル）

⑥

東南海・南海地震２連動モデル

（地震調査研究推進本部）

⑦

東南海・南海地震３連動モデル

（２００３中防モデル）

⑧ 宝永地震モデル（１９８１相田モデル）

⑨

南海道沖のプレート境界を震源とする地震を

もとにモデルを設定

⑩

高知県独自モデル

（❶及び❷の最大値を重合せ）

❶地震調査研究推進本部に準拠したモデル

（南海地震モデル）

❷当該モデルのアスペリティを東海地震に関

する専門調査会（中防）資料に準じて小断層

に分割配置したモデル

未定

または

検討中

注）複数案のモデル検討を行っている県もあるため、合計は１０府県にならない。



１．最大クラスの津波の堤防条件について（整理）

最大クラスの津波シミュレーションの堤防条件は、内閣府や国土交通省の考え方等を踏ま

え、下記の条件を基本に設定する。

２．発生頻度の高い津波の堤防条件について

「津波浸水想定の設定の手引き」（H24.4国土交通省・国土技術政策総合研究所）の４．２
各種施設の条件設定の（１）地震に対する各種施設の条件設定において、「レベル１地震動

に対する耐震性能は、震度法による耐震設計により安全性が確保されていることで満足さ

れているものとみなせる。（以下略）」とあることから、発生頻度の高い津波シミュレーション

の条件設定は、上記②のケースにより実施する。

資料７

考え方

堤

防

が

機

能

し

な

い

①

　地震動 ： 地震発生３分後に堤防が破壊（堤防なしとなる）

　　　　　　　（震度６弱以上の地域）

H24.8.29内閣府公表の堤防条件

(公表は参考値)

・内閣府の公表は参考値である。

・「堤防が機能する」場合と比較できる。

・最も浸水域が大きくなると考えられる。

・地震動により堤防が全く機能しなくなることは、現実的には考えにくい。

②

　地震動 ： 堤防は破壊しない（堤防高を１００％維持する）

　津   波 ： 津波が堤防を越えると堤防が破壊（堤防なしとなる）

H24.8.29内閣府公表の堤防条件

・内閣府が行った被害想定における堤防条件である。

・地震動が堤防機能に与える影響を考慮していない。

・津波が堤防機能に与える影響を考慮している。（③と同一条件）

・③に比べ浸水域が小さくなると考えられる。

③

　地震動 ： 堤防高は、土堤７５％沈下、構造物１００％沈下

　　　　　（ただし、沈下量を照査しているものは、当該沈下量分沈下）

　

　津   波 ： 津波が堤防を越えると堤防が破壊（堤防なしとなる）

津波防災地域づくり法（国土交通省所管）

に基づく津波浸水想定設定上の堤防条件

・津波防災地域づくりに関する法律第８条に基づき、県が実施する津波浸水想定

  （浸水域・浸水深）設定の考え方である。

・地震動が堤防機能に与える影響を考慮している。

　⇒国土交通省の「レベル２地震動に対する河川堤防の耐震点検マニュアル」

     において、既往の地震では、堤防（土堤）高の２５%は残存していることが経

     験的に知られており、この考え方に準拠している。

・津波が堤防機能に与える影響を考慮している。（②と同一条件）

・②に比べ浸水域が大きくなると考えられる。

・①及び②に比べ、より現実的な浸水域になると考えられる。

堤

防

が

機

能

す

る

堤　　防　　条　　件



■堤防条件に関する国との協議結果（参考）

・ 現状では、最大クラスの津波・地震に対して、恐らく全ての構造物の耐震照査が出来

ていない。

・ マクロ的に堤防・護岸の最大クラスの津波・地震に対する浸水シミュレーションを行う

場合、「照査未実施」を踏まえて堤防条件を適切に設定することが必要であり、浸水想

定が根拠なく安全側になる設定は避けるべき。

・ 「照査未実施」の場合は、土堤は「７５％沈下」とすべきであり、構造物は地震動や液

状化に対して照査できていない条件の下では、「１００％沈下」とするのが、現時点で

は適切である。

・ 「照査未実施」の場合、簡易な手法による評価をもって、施設管理者として構造物に

対する安全性が確保できているとは言えないのではないか。

・ 将来最大クラスの地震・津波に対しての照査が実施され、耐震性が認められた場合

や、必要な耐震対策が講じられた区間は、逐次浸水シミュレーション（浸水想定区域）

を見直すことが必要である。



【(図3.2）既往の地震における堤防高さと沈下量の関係】

レベルレベルレベルレベル２２２２地震動地震動地震動地震動にににに対対対対するするするする河川堤防河川堤防河川堤防河川堤防のののの耐震点検耐震点検耐震点検耐震点検マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））

（（（（国土交通省水管理国土交通省水管理国土交通省水管理国土交通省水管理・・・・国土保全局治水課国土保全局治水課国土保全局治水課国土保全局治水課：：：：平成平成平成平成24年年年年2月月月月））））

【既往の地震による堤防天端の最大沈下量の算定】

○津波浸水想定における河川堤防、海岸保全施設の取扱については、以下に示す式を採用し、

津波の越流と同時に破壊するものとする。

堤防が最大７５％沈下する

（堤防高さ＝沈下前の２５％）



四国４県の堤防条件について（最大クラスの津波）

 徳島県徳島県徳島県徳島県    愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県    高知県高知県高知県高知県    香川県香川県香川県香川県（（（（案案案案））））    

条
件

条
件

条
件

条
件

    

 

○堤防あり 

土  堤  ７５％沈下 

構造物 １００％沈下 

（沈下量の照査結果がない場合） 

 

○堤防あり 

土  堤  ７５％沈下 

構造物  ７５％沈下 

（沈下量の照査結果がない場合） 

 

①堤防なし（３分後破壊） 

 

②堤防あり（自立・沈下なし） 

 

③堤防あり（７５％沈下 等） 

（沈下量の照査結果がない場合） 

 

①堤防なし（３分後破壊） 

 

②堤防あり（自立・沈下なし） 

 

③堤防あり（土堤７５％沈下、 

構造物１００％沈下） 

（沈下量の照査結果がない場合） 

最
大

最
大

最
大

最
大

ク
ラ

ス
ク

ラ
ス

ク
ラ

ス
ク

ラ
ス

のの のの
津

波
津

波
津

波
津

波
    

考考 考考
ええ ええ

方方 方方
    

 

・地震動に対し、コンクリート構

造物は持たないとの考えによ

る。 

 

・「堤防なし」のシミュレーション

は行わない予定。 

 

・四国３県の考え方に合わせ

る。 

 

・「堤防なし」のシミュレーション

は行わない予定。 

 

・②は実施する。（堤防が機能

しても浸水する地域の把握） 

 

・③の結果は①と変わらない

ため、考え方を整理し、①で進

めていく方向。 

 

・①は実施する。（最悪の条

件） 

 

 

津波防災地域づくりに関する法律第８条の規定に基づく津波浸水想定（浸水域・浸水深）の設定を行っている

茨城県（２４．８．２４公表）及び青森県（２４．１０．２公表）の堤防条件は、次のとおり。

■ 土 堤 ７５％沈下 ■構造物 １００％沈下 （いずれも沈下量の照査結果がない場合）

（参考）

資料８



1.101.401.201.701.802.002.10前回被害想定の潮位(Z0）

※４

0.711.230.961.761.731.891.95平成24年8月29日内閣府公表潮位

※３

0.8671.0871.0531.5921.7351.7751.951

港湾構造物設計に用いる

朔望平均満潮位

※２

1.0261.2461.2131.5741.7141.6832.006近年の朔望平均満潮位

※１

三本松高 松土庄東坂 出丸 亀詫 間観音寺潮位観測所

※１：各潮位観測所における5ヵ年（2007年～2011年）の朔望平均満潮位の平均値
※２：香川の港湾 ２００７（香川県土木部港湾課）

※３：平成24年気象庁潮位表の年間最高潮位により設定
※４：Ｚ０とは海図の高さの基準であり、ある地点における朔望満潮位と朔望干潮位の差の概ね半分の値で海上保安庁海洋情報部が設定

初期潮位条件について

・津波浸水想定を設定するためのシミュレーションにおける初期潮位は、「津波浸水想定の設定の手引きVer1.20」
および四国４県の協議により、潮位観測所で近年観測した朔望平均満潮位と港湾構造物設計に用いる朔望平均満

潮位を比較し、高い潮位を採用する。

・採用した潮位を基本とした上で、県内でなだらかに繋がるよう、潮位観測所間に点在する港湾等の潮位で検証、補

完し、県内の初期潮位を設定する。また、海岸保全基本計画のゾーン分け等を参考にするとともに、隣接県の設定

潮位との整合を図る。

単位：Ｔ．Ｐ．ｍ◎県内潮位観測所の各種潮位

資料９



初期潮位条件の設定について

観音寺港

丸亀港

詫間港

坂出港

高松港

三本松港

土庄東港

海岸保全基本計画に基づくゾーン

初期潮位設定区間

T.P.+1.775m三豊市詫間港

T.P.+1.213m

T.P.+2.006m

T.P.+1.735m

T.P.+1.592m

T.P.+1.246m

T.P.+1.026m

初期潮位

小豆島町、土庄町、直島町土庄東港

観音寺市観音寺港

宇多津町、丸亀市、多度津町丸亀港

坂出市坂出港

さぬき市、高松市高松港

東かがわ市三本松港

市町名潮位観測所

愛媛県と調整

（三島川之江港 T.P.1.84m）
（東予港 T.P.1.74ｍ）

徳島県と調整

（三本松港を採用）

岡山県と調整

（集計・整理中）
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